
島根原子力発電所２号炉に関する
審査の概要

原 子 力 規 制 庁
令 和 ６ 年 ９ 月

※ 本資料は、中国電力株式会社島根原子力発電所２号炉の新規制基準への適合性審査に係る審
査の概要を分かりやすく表現することを目的としているため、技術的な厳密性よりもできる限り平
易な記載としています。正確な審査内容及び審査結果については、審査書をご参照ください。
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1. はじめに

2.1. 設計及び工事の計画の審査について
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本日のご説明内容
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１．はじめに
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起動後設計及び工事の計画の認可

（機器等の詳細設計）

保安規定変更認可
（運用ルール）

設置変更許可
(基本的な設計方針)

 新規制基準への適合性確認のためには、原子炉等規制法に基づき、設置変更許可、
設計及び工事の計画の認可、保安規定変更認可、使用前事業者検査等の手続きが
必要。

島根原子力発電所２号炉の新規制基準適合性審査（「設置変更許可」（令和３年９月）、
「設計及び工事の計画の認可」（令和５年８月）及び「保安規定変更認可」（令和６年５
月））は全て終了。現在、使用前事業者検査等の手続きが行われている。

現在

（１）新規制基準に係る審査及び検査の進め方・状況

審
査
の
終
了
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（２）新規制基準に係る各審査の位置付け
設置変更許可、設計及び工事の計画の認可、保安規定変更認可について、地震に対する
対策を例に、それぞれの段階で確認している内容を示す。

 敷地周辺の断層の調査等に基づき、敷地に大きな影響を与えると予想される
地震を推定し、原子力発電所の設計に用いる地震動（基準地震動）を策定。

 基準地震動に対して重要設備が耐震性を有するようにするという基本的な設
計方針を確認。

設置（変更）許可
(基本的な設計方針)

設計及び工事の計画
（機器等の詳細設計）

 各設備（建物、土木構造物、機器・配管）の基準地震動に対する耐震性の計算
結果を１つ１つ確認し、基準値に収まっていることを確認。

保安規定
（運用ルール）

 地震発生時の原子炉停止等の必要な措置に関する事項が定められていること
を確認。
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（３）原子炉等規制法に基づく発電用原子炉施設に係る規制

補足説明資料※２申請書※１

約３０冊相当
（10cmファイル）

約１２冊
（5cmファイル）

設置変更許可

約２５冊相当
（10cmファイル）

約１４０冊
（5cmファイル）

設計及び工事の計画

約５冊相当
（10cmファイル）

１冊
（10cmファイル）

保安規定

※１：片面印刷
※２：両面印刷

設置変更許可、設計及び工事の計画の認可、保安規定変更認可のそれぞれについて、数
千から数万ページになる申請書及び補足説明資料を審査。
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（４）島根原子力発電所２号炉の審査の経緯

※審査書の全文は原子力規制委員会ホームページに掲載しています。
設置変更許可：https://www.nra.go.jp/data/000365227.pdf

設計及び工事計画認可：https://www.nra.go.jp/data/000446593.pdf

保安規定変更認可：https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100002571?contents=NRA100002571-003-002

平成25年 7月 8日：新規制基準施行
平成25年12月25日：中国電力が設置変更許可申請書、工事計画認可申請書及び保安規定

の変更認可申請書を提出
平成26年 1月16日～ 審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）

※184回の審査会合と10回の現地調査等を実施
※564回のヒアリングを実施

令和 3年 9月15日：審査書を原子力規制委員会で了承し、設置変更許可

令和 3年10月 1日：中国電力が設置変更許可を踏まえた工事計画の補正【第1回】を提
出（令和4年12月23日までに、7回に分けて補正を提出）

令和 3年12月 7日～ 審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）
※9回の審査会合と1回の現地調査を実施
※495回のヒアリングを実施

令和 5年 1月31日：中国電力が設置変更許可を踏まえた保安規定の補正を提出
令和 5年 3月28日～ 審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）

※5回の審査会合と1回の現地調査を実施
※33回のヒアリングを実施

令和 5年 8月30日：設計及び工事の計画の認可

令和 6年 5月30日：保安規定の変更認可
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２．１．設計及び工事の計画の
審査について
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耐震設計に係る主な審査結果

• 原子炉建物に係る審査結果（①）

• 主要な機器・配管系に係る審査結果（②）

• 制震装置（三軸粘性ダンパ）に係る審査結果（③）

（１） 地震
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①原子炉建物に係る審査結果

【確認結果】 （※１）

原子炉建物の形状、構造、地盤等を反映した解析モデルを用いて、基準地震動が作用し
た場合の地震応答解析を実施した結果、原子炉建物の耐震壁について、材料物性の不確
かさを考慮した各層の最大応答せん断ひずみは0.77×10-3であり、許容限界（2.0×10-3）を
超えないことを確認した。

原子炉建物の断面図 （※１） 地震応答解析モデル （※２） 三次元解析モデル （※３）

（※１）設工認申請書 添付書類Ⅵ-2-2-3 （2023年6月22日）から一部抜粋< https://www.nra.go.jp/data/000438035.pdf>
（※２）設工認申請書 添付書類Ⅵ-2-2-2（2023年6月22日）から一部抜粋 <https://www.nra.go.jp/data/000438035.pdf>
（※３）設工認補足説明資料 補足-024-01（2022年9月8日）から一部抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000406500.pdf>
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許容値発生値評価項目評価対象区分

40mm35.0mm相対変位※制御棒 （制御棒挿入性）
止める

222MPa110MPa応力炉心支持構造物 （シュラウド下部胴）

１0.1594応力（疲労）残留熱除去系 （配管）
冷やす

485MPa263MPa応力残留熱除去系 （熱交換器）

552MPa361MPa応力原子炉圧力容器 （支持スカート部）閉じ
込める 501MPa402MPa応力原子炉格納容器 （ドライウェル基部）

【確認結果】
地震時の発生値は許容値以下となることを確認

熱交換器

ポンプ

熱交換器

ポンプ

原子炉を冷やす

残留熱除去系海へ

海水 指し示しているものは、その機能を担う代表的なもの

※燃料集合体相対変位

②主要な機器・配管系に係る審査結果

原子炉を止める

制御棒
炉心支持構造物

放射性物質を閉じ込める

原子炉圧力容器 原子炉格納容器

【三軸粘性ダンパ】
粘性ダンパは、粘性体中の抵抗体に相対変位が生じた際に減衰力を生じるもので、比較的単純な構造で高い減衰能力
を有している。三軸粘性ダンパは、水平２方向及び鉛直方向に対する制震装置であり、海外の原子力発電施設や国内
の一般産業施設で設置実績があるが、国内の原子力施設では初めて設置される。

【確認事項】
三軸粘性ダンパについて、上記のとおり国内の原子力施設では初めて設置されることから、三軸粘性ダンパの性能並び
に三軸粘性ダンパ及び当該ダンパを設置した配管系の耐震性について確認した。

第1067回審査会合資料1-3-2（2022年9月1日）から一部抜粋< https://www2.nra.go.jp/data/000402784.pdf >

図 三軸粘性ダンパの外観 図 三軸粘性ダンパの設置例

③制震装置（三軸粘性ダンパ）に係る審査結果（１）



【確認結果】

主蒸気系配管の地震応答低減のために設置する三軸粘性ダンパの耐震性評価
について、三軸粘性ダンパの性能試験により減衰性能、低速移動時の追従性能等
を確認。その上で、当該試験結果を考慮した地震応答解析モデルを用いて地震応
答解析を実施した結果、三軸粘性ダンパを設置した主蒸気系配管において考慮す
べき地震力によって三軸粘性ダンパに生じる荷重等の応答値が許容値を満足する
こと、また、当該主蒸気系配管に生じる応力が許容値を満足することを確認

図 三軸粘性ダンパを設置した主蒸気系配管の地震応答解析モデル

③制震装置（三軸粘性ダンパ）に係る審査結果（２）

第1067回審査会合資料1-3-2（2022年9月1日）から一部抜粋< https://www2.nra.go.jp/data/000402784.pdf >

図 三軸粘性ダンパの設置範囲及び耐震クラス
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耐津波設計に係る主な審査結果

• 防波壁に係る審査結果（①）

• 防波壁（波返重力擁壁、逆Ｔ擁壁）に係る審査結果

 ケーソン中詰材の耐震補強対策及び改良地盤効果の
確認（②）

（２） 津波



14

【確認結果】
防波壁については、以下のことを確認した。

①入力津波に対して、津波防護施設に要求される機能が十分
に保持できる設計としていること

②津波による荷重と津波以外の荷重（余震による荷重、漂流
物による荷重、積雪荷重及び風荷重）を適切に設定し、それら
の組合せを考慮していること

③津波来襲後の再使用性や津波の繰り返しの作用を考慮して、
作用する荷重に対し、それぞれの施設に要求される機能を十
分に保持できる許容限界を設定していること、材料の応力がお
おむね弾性範囲内に収まることを基本としていること

①防波壁に係る審査結果

※ 漂流物衝突荷重については、
FRP製船舶（総トン数１９トン）を対

象として、衝突解析により保守的
に設定していることを確認した。

（※１）第１０９６回審査会合資料（2022年12月1日）から一部抜粋、加筆 < https://www2.nra.go.jp/data/000412032.pdf>

防波壁の位置図 （※１）

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 防波壁（逆T擁壁） 防波壁（波返重力擁壁）

防波壁の構造概要図 （※１）

¥

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

埋戻土

埋戻土

捨石

岩盤

鋼管杭

改良地盤

埋戻土

岩盤

護岸
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②防波壁（波返重力擁壁、逆Ｔ擁壁）に係る審査結果
（ケーソン中詰材の耐震補強対策及び改良地盤効果の確認）

【確認結果】

防波壁（波返重力擁壁）については、下部を構成するケーソン内部に充填されたスラグ及
び砂のすべてを改良固化する耐震補強を実施することにより、地震時及び津波時のそれぞ
れの荷重に対して主要な構造部材がおおむね弾性範囲にとどまる設計としていることを確
認した。

防波壁（逆Ｔ擁壁）については、逆Ｔ擁壁の底面下を改良地盤に置き換えることにより、地
震時及び津波時のそれぞれの荷重に対して主要な構造部材がおおむね弾性範囲にとどま
る設計としていることを確認した。

（※１）第１１１９回審査会合資料（2023年3月2日）から一部抜粋、加筆<https://www2.nra.go.jp/data/000421867.pdf>
（※２）第１０９６回審査会合資料（2022年12月1日）から一部抜粋、加筆<https://www2.nra.go.jp/data/000412032.pdf>

ケーソン中詰材改良範囲 （※１） 防波壁（逆Ｔ擁壁）の構造概要図 （※２）

逆T擁壁

グランド
アンカー

②

② ④ ④

ケーソン設置位置図

（※１）

中詰材改良範囲

（設置変更許可段階）

中詰材改良範囲

（詳細設計段階にて追加）

防波壁（波返重力擁壁）
防波壁（波返重力擁壁）
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外部からの損傷の防止（火山事象）に係る審査結果

外部からの損傷の防止（竜巻）に係る審査結果

 原子炉建物等の各建物、原子炉補機海水ポンプ等の屋外に設置している設備等は、
設置許可申請書に基づく56cmの火山灰の堆積による荷重を考慮しても、構造健全
性等が確保される設計であることを確認。

 火山灰が施設の内部に入り込まないよう、外気の取入口にフィルタを設置することを
確認。

 火山灰に含まれる腐食性成分による腐食に対して、屋外に設置している設備等の安
全機能が損なわれないように、設備の外面塗装等を実施することを確認。

 風速92m/sの竜巻の風圧力及び気圧差による荷
重、設計飛来物として選定した鋼製材の衝撃荷重
に対して、原子炉建物等の各建物や竜巻防護対
策設備（竜巻防護ネット、竜巻防護鋼板等）で防護
できる設計であることを確認。

 設計飛来物である鋼製材より運動エネルギー等が
大きい敷地内の資機材等は、固縛等により飛来物
とならない設計であることを確認。

（３） その他自然現象

竜巻防護ネットの設置イメージ

出典：発電用原子炉設置変更許可申請の補足説明資料（2021年9月6日）から一部抜粋<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA077004869>
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内部火災対策に係る審査結果

内部溢水対策に係る審査結果

電源に係る審査結果

（４） 重大事故の発生を防止するその他の対策

 発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生防止、感知設備及び消火設備の設
置、火災の影響軽減の対策を行う設計であることを確認。

 火災の感知設備は、消防法施行規則等に従って設置することを確認。

 地震で機器が破損すること等により溢水が発生しても、設備の安全機能が損なわれない設計であ
ることを確認。
 没水（床に溜まった水により設備が沈むこと）しない高さに設備を設置。
 被水（設備に水がかかること）から防護するため、設備にカバーを設置。
 蒸気（設備が蒸気にさらされること）に対して、耐性を有する設計とする。

 内部溢水の流入防止対策として水密扉等を設置するとともに、これらは基準地震動による地震力
及び溢水による水圧に対して必要な強度を有する設計であることを確認。

 外部電源について、220kV2回線と66kV1回線で構成するとともに、電線路の独立性及び物理的分
離を確保する設計であることを確認。

 非常用ディーゼル発電機等が7日間以上連続運転できるよう、燃料を貯蔵できる設計であることを
確認。

 全交流動力電源喪失時の対策として、ガスタービン発電機1台（予備1台）、高圧発電機車6台（予
備1台）、常設の蓄電池及び可搬型の直流電源設備を整備するとともに、必要となる負荷に対して、
必要な出力を有する設計であることを確認。
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重大事故等対策に使用される設備に係る審査結果

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に係る
審査結果

発電用原子炉施設の大規模な損壊への対応に係る審査結果

（５） 重大事故の発生を想定した対策

 重大事故等対策に使用される設備について、実証試験結果等から、重大事故時の環境（温度、
圧力、放射線等）下でも健全性が維持される設計であることを確認。

 また、重大事故等時の荷重を考慮しても、必要な強度・耐震性を有する設計であることを確認。

 発電所外への放射性物質の拡散を抑
制するため、大型送水ポンプ車、放水
砲等により原子炉建屋へ放水する設備
及び海洋への拡散抑制設備（放射性物
質吸着材及びシルトフェンス）を整備す
ることを確認。

 また、大型送水ポンプ車、放水砲等が
必要な容量を有するものであることを
確認。

出典：発電用原子炉設置変更許可申請の補足説明資料（2021年9月6日）から一部抜粋<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA077004869>

 大規模な自然災害や故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の対応
で使用する可搬型設備が、必要な容量を有する設計であることを確認。
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設計及び工事の計画の審査結果

以上の確認の結果、

 島根原子力発電所２号炉に関する「設計及び工事
の計画」については、新規制基準に係る設置変更
許可と整合し、技術基準に適合しているものと判断。

 令和５年８月３０日に設計及び工事の計画を認可。
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２．２．保安規定の審査について

21

 手順の整備

・プラント状態の把握や事故の進展を予測する手順。

・最優先すべき操作等を迷うことなく判断し、実施する手順。

・設備等の使用手順。

 体制の整備

・指揮命令系統の明確化。

・複数号機の同時発災への対応。

・重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えた
支援体制の整備。

 アクセスルートの確保のための運用管理

・想定される自然現象等を考慮しても移動に支障をきたす
ことのないよう複数のアクセスルートを確保。

・障害物を除去可能な重機を保管・使用できる要員の確保。

 緊急時の訓練（重大事故体制）

・力量の維持・向上のための教育訓練、設置許可で確認した
対策の成立性確認のための訓練の実施。

 許可で確認した自然現象等発生時、重大事故等時、大規模損壊時の体制（手順の整備、
要員の配置、教育及び訓練の実施等）が保安規定に定められていることを確認。

放射線防護具を着用した訓練（夜間）

ホイールローダによる復旧

【手順や体制の整備】

出典：発電用原子炉設置変更許可申請の補正書及び補足説明資料（2021年9月6日）から一部抜粋
<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA077004869> <https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA077004809>
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① 非常用交流動力電源設備の機能を維持
するための対策として、非常用ディーゼル
発電機の吸気口に改良型フィルタを取り付
けること

② ①のほか、炉心を冷却するために必要な
設備の機能を維持するための対策として、
復水貯蔵タンクを水源とし、高圧原子炉代
替注水系による炉心の冷却を行うこと

③ ②のほか、交流動力電源が喪失した場合
における炉心の著しい損傷を防止するた
めの対策として、復水貯蔵タンクを水源と
し、原子炉隔離時冷却系による炉心の冷
却を行うこと

④ その他必要な体制の整備として、緊急時
対策所の居住性の確保、通信連絡設備の
機能の確保等を実施すること

 火山影響等発生時の体制の整備について、以下の手順等を定めていることを確認した。

【手順や体制の整備】（火山影響等発生時）

出典：第 1229 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料
（令和6年2月22日）から抜粋 <https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA022030113>

①非常用ディーゼル発電機の機能維持の対策概要
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 原子炉建物における水素爆発防止のための手
順等として、原子炉建物の水素濃度が2.5vol%※

に到達した場合は、格納容器ベントを実施する
こと

※原子炉棟４階以外に設置した水素濃度計が2.5vol%に到達し
た場合においても格納容器ベントを実施する運用としている

上記の判断基準については、主に以下を確認する
ことで妥当と判断

a. 原子炉棟４階よりも下層階からの水素の漏えい
に対して、原子炉棟４階への水素の流路が確保
されていること、また、可燃限界（4vol%）に対し

て、水素濃度計の計器誤差及び十分な操作余
裕時間を考慮した裕度のある基準を設定してい
ること

b. 下層階の局所エリアの水素濃度上昇に対する
自主的な取り組みとして、局所エリアの扉を水
素濃度が上昇する前に開放し、水素の排出を促
進する手順等を再稼働までに整備するとしてい
ること

 格納容器ベント実施の判断基準に達した場合に
は、格納容器ベントをためらわず実施するため
に、判断基準並びに判断及び操作の役割を明
確にしていること

 令和５年２月に基準が改正され、原子炉格納容器の破損防止を目的としている原子炉
格納容器ベントについて、その目的に原子炉建屋の水素防護が追加されたことに関し、
主に以下を確認した。

【原子炉格納容器ベントの原子炉建屋の水素防護対策としての位置付けの明確化】

出典：第 1229 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る
審査会合資料（令和6年2月22日）から抜粋

<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA022030113>

局所エリアから原子炉棟４階までの水素流路イメージ
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【運転上の制限の設定】

重大事故対策に必要な設備に運転上の制限が設定されていることを確認。
運転上の制限（LCO）とは・・・

保安規定において運転中に維持すべき設備の台数等を定めており、これを逸脱した場合
には最終的に原子炉を停止することが必要となる。

（格納容器代替スプレイ系（常設）の例）

運転上の制限：格納容器代替スプレイ系（常設）が動作可能であること

【速やかに】

代替する設計基準対象施設（格納容器冷
却系）の動作確認

動作不能になった場合

原子炉停止

【３日以内】

同等な機能を持つ重大事故等対処設備
（格納容器代替スプレイ系（可搬型）（時
間短縮の補完措置含む。））の動作確認

【３０日以内】

格納容器代替スプレイ系（常設）を動作可
能な状態に復旧する

動作確認が出来なかった場合

確認でき
たら次の
措置

動作確認が出来なかっ
た場合

復旧が出来なかった場合
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（１）経緯

 令和３年６月２１日
中国電力から、原子力規制庁と締結した秘密保持に関する契約に基づき原子力
規制庁から受領していた「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に
関する審査ガイドにおける航空機等の特性等」（非公開ガイド）を平成２７年４月２
３日に誤ってシュレッダーで廃棄していたと推定される旨の連絡があった（誤廃棄
の発生から規制庁への連絡までに約６年が経過）。

 令和３年９月１５日 令和３年度第３２回原子力規制委員会
非公開ガイドの誤廃棄及び報告遅れに関して、更田委員長（当時）から

●安全文化の劣化の兆候と捉えるべきこと
●中国電力は自社の言葉で改善に向けた姿勢を示すべきこと
●保安規定の審査の中で改善がなされているかどうか確認をしていくこと

等の言及があった。

これらを踏まえ、今回の保安規定の審査においては、新規制基準その他バックフィット
への対応について確認するとともに、安全文化の育成及び維持活動体制の見直しや安
全文化の改善に向けた取組がなされているかどうかについて確認を行った。
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（２）審査の概要（対策の導出）

 中国電力における誤廃棄及び報告遅れ等に係る対策（保安規定の変更を伴うものは⑤～⑦）

① 本社組織の文書管理プロセスの見直し
② 本社組織におけるコンディションレポート登録に関する研修の実施
③ 本社組織に対する安全文化の育成及び維持活動の充実
④ 本社組織及び発電所組織（協力会社含む）に対する安全文化の監視・評価活動の実施
⑤ 安全文化の育成及び維持活動体制一元化について保安規定へ反映
⑥ 安全文化の監視・評価活動を実施する組織を保安規定へ反映
⑦ 非公開ガイドの誤廃棄及び報告遅れ等からの教訓の継承

〔審査の経過〕
令和５年３月２８日審査会合
中国電力
安全文化の育成及び維持活動体制の見直しに係る変更内容として、⑤及び⑥の
対策のみを行うと説明

審査チーム
非公開ガイドの誤廃棄及び報告遅れに係る原因分析から、どのように対策を導出
したのかについて説明するよう指摘

令和５年１２月７日審査会合
審査チーム
中国電力が非公開ガイドの誤廃棄及び報告遅れを安全文化における課題・劣化
兆候と認識した上で行った原因分析の内容、同分析を踏まえて、①～⑦の対策
を導出していること（この時点で①～④、⑦が追加。）を確認
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（２）審査の概要（対策の導出）

出典：第 1207 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（令和 5 年 12 月 7 日）から抜粋<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA022030098>

分析対象要因
原因の追究

原因の特定 対策
なぜ なぜ なぜ なぜ

a 本社組織は，発電所から特
重非公開ガイド誤廃棄事案
判明の報告を受けた際，
「秘密保持契約で報告が求
められる盗難・紛失に該当し
ない事案（廃棄）であり，規
制庁に直ちに報告する必要
はない」と判断した。
（2015年4月28日）

本社組織は，当該
事案への対応につい
て，一部の関係者の
みで検討した。

特重非公開ガイドは，
「非ＱＭＳ文書」であ
り不適合管理の適
用外だった。

【原因１】特重非公開ガイドは「非
ＱＭＳ文書」の扱いであったため，
ＣＡＰが適用されなかった。

【対策１】本社組織の文書管理プロセス見直
し
特重非公開ガイドの扱いのＱＭＳによる
明確化を行う。

本社組織では，幅
広に報告するという
意識・習慣が十分で
はなかった。

本社組織では，「報
告する文化」が十分
に育成されていなかっ
た。

本社組織に対する
「報告する文化」，
「常に問いかける姿
勢」を含む原子力安
全文化を育成する施
策が十分ではなかった。

【原因３】本社組織に対する原子
力安全文化を育成する施策が十
分ではなかった。

【対策３】本社組織に対する原子力安全文
化の育成および維持活動の充実
本社組織の「常に問いかける姿勢」「報告
する文化」を確かなものとするための施策
を実施する。

本社組織は，秘密
保持契約書で規定
されていること以外は
報告不要と考えた。

b 規制庁との秘密保持契約
変更の面談の前に，本社組
織は，特重非公開ガイド誤
廃棄事案の存在を認識した
が，「規制庁に直ちに報告す
る必要はない」とした過去
(2015年4月28日）の判断を
踏襲し，判断した。
（2020年10月19日頃）

本社組織は過去
(2015年4月28日）の
判断に疑問を持たな
かった。

本社組織は，過去
の判断（解釈）につい
て，再検討する必要
はないと考えた。

本社組織では，「常
に問いかける姿勢」
が十分に育成されて
いなかった。

本社組織は，当該
事案への対応につい
て，一部の関係者の
みで検討した。

本社組織は，特重
非公開ガイド誤廃棄
事案の情報をＣＲ登
録しなかった。

特重非公開ガイドは，
「非ＱＭＳ文書」であ
り不適合管理の適
用外だった。

【原因１】と同じ。 【対策１】と同じ。

本社組織は，ＱＭＳ
文書で規定している
プロセス以外は，不
適合管理（ＣＲ登
録）不要と考えた。

本社組織は，積極的
にＣＲ登録するという
認識が不足していた。

【原因２】本社組織のＣＲ登録に対
する意識が浸透していなかったた
め，問題が組織内で共有されな
かった。

【対策２】本社組織におけるＣＲ登録に関す
る教育の実施
ＣＲ登録に関する教育をQMSの教育項
目として設定し、定期的に実施する。

c 本社組織の原子力安全文
化の課題を十分に検出でき
なかった。

原子力安全文化の
状態を分析・評価す
るためのデータが十
分でなかった。

原子力安全文化の
状態を分析・評価す
るための，客観的な
データを収集していな
かった。

本社組織・発電所
組織における「ふるま
い」や「判断」等を客
観的データとして収
集し，分析・評価す
る体制およびプロセス
がなかった。

【原因４】本社組織・発電所組織
における原子力安全文化の状態
を，客観的に分析・評価する体
制およびプロセスがなかった。

【対策４】本社組織・発電所組織等における
原子力安全文化の監視・評価活動の実
施
本社組織・発電所組織（協力会社含む)
を対象とする監視・評価活動により，「ふる
まい」や「判断」等を客観的に観察して収
集したデータを分析・評価し，原子力安
全文化の課題および劣化兆候を早期に
把握するための体制整備およびプロセス
構築を行う。

「本部不適合等管理手順書」人的過誤分析実施手順に従い分析を実施

【件名︓「特重非公開ガイド「実⽤発電⽤原⼦炉に係る特定重⼤事故等対処施設に関する審査ガイドにおける航空機等の特性等の制定について」の誤廃棄について」】
分析対象事象︓特重非公開ガイド誤廃棄事案判明時に直ちに規制庁へ報告すべきであったが，当該事案判明から約6年2カ月後に規制庁へ報告した。(報告遅れ）

原因分析図
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（３）審査の概要（対策①～④）

審査チームは、これら①～⑦の対策の内容について、主に以下のことから、安全文化の改善に
向けた取組がなされていることを確認した。

① 文書管理プロセスの見直しについて、非公開ガイドを品質マネジメント文書に位置付けてい
ること（令和３年８月実施済）

② 研修の実施について、教育訓練に係る手順書を改定し、本社組織に対するコンディションレ
ポート登録に関する教育を追加し、令和６年度から実施する計画としていること

(中国電力（株）島根原子力発電所２号炉審査資料（令和6年5月24日）から一部抜粋
<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA100002656>)

③ 安全文化の育成及び維持について、令
和６年度から安全文化の育成及び維持
に係る研修等を本社組織に対しても新
規に実施する計画としていること

④ 安全文化の監視・評価活動について、
電源事業本部において、安全文化の監
視・評価活動の試行を令和５年７月に開
始。同試行では本社及び発電所で実施
した行動観察等によりデータを収集し、
安全文化の特性について分析した上で、
安全文化の状態として組織の相対的な
強み及び弱みを考察していること
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（３）審査の概要（対策①～④）

(中国電力（株）島根原子力発電所２号炉審査資料（令和6年5月24日）から一部抜粋
<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA100002656>)

原子力安全文化の監視・評価（試行）の結果
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（３）審査の概要（対策⑤、⑥）

⑤ 安全文化の育成及び維持活動の体制について、現行の体制では、過去に起こった不適切事案における
再発防止に主眼を置いており、未然防止を含む将来を見据えた視点に弱みがあることなどから、現場
の実態を捉えた自主的かつプロアクティブな活動方針を策定するため、体制を見直し、安全文化の育
成及び維持活動を電源事業本部に集約するとしていること

⑥ 監視・評価活動を行う組織について、令和５年１２月７日の審査会合において、安全文化の監視・評
価活動も電源事業本部が自ら行うとしていた中国電力の案に対し、審査チームは、監視・評価組織を
電源事業本部内部又は外部のいずれに置くことが適切か検討するよう指摘した。

この指摘について、令和６年２月２２日の審査会合において、中国電力は、安全文化の監視・評価活
動の客観性を高め、より効果的なものとするため、電源事業本部から独立した社長直属の新たな部門
を設置するよう体制を見直すとしたこと

(中国電力（株）島根原子力発電所２号炉審査資料
（令和6年5月24日）から一部抜粋
<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA100002656>)
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【安全文化の育成及び維持活動体制の見直し】
（３）審査の概要（対策⑦）

⑦ 教訓の継承について、非公開ガイドの誤廃棄及び報告遅れ等からの教訓を踏まえた安全文化に関する
原子力事業者の責務として、『社長は、当社のトップとして、社外からの意見も取り入れながら、安
全文化の状態の自己評価と監視に取り組み、保安活動に携わるすべての人の「常に問いかける姿勢」
「報告する文化」をはじめとする安全文化について、絶えず育成し、および維持する。』ことを保安
規定に明記するとしていること

(中国電力（株）島根原子力発電所２号炉審査資料
（令和6年5月24日）から一部抜粋
<https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA100002656>)
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保安規定の審査結果

以上の確認の結果、

 島根原子力発電所２号炉に関する「保安規定」につ
いては、新規制基準に係る設置変更許可と整合し、
「災害の防止上十分でないもの」に該当しないと判
断。

 令和６年５月３０日に保安規定を認可。
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原子力規制委員会としての結論
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原子力規制委員会としての結論

以上のことから、島根原子力発電所２号炉に関する

 「設置変更許可」の内容については、新規制基準に適
合しているものと判断し、令和３年９月１５日に許可。

 「設計及び工事の計画」の内容については、認可基準
に適合しているものと判断し、令和５年８月３０日に認可。

 「保安規定」の内容については、認可基準に適合してい
るものと判断し、令和６年５月３０日に認可。
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３．今後の予定
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 現在、事業者が、使用前事業者検査により設備の基準
適合性等について確認を行っており、原子力規制委員
会は、当該検査が適切に実施され、設備が規制基準に
適合していることについて、引き続き、原子力規制検査
により確認していく。

 また、重大事故等対策に係る訓練の実施状況、安全文
化の改善に向けた取組についても、原子力規制検査に
おいて監視していく。

今後の予定
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島根原子力発電所２号機に係る使用前確認の状況

2023年 9月11日 島根2号機の新規制基準適合性に係る使用前確認申請を受理
2024年 4月30日 使用前確認申請の変更を受理（使用前事業者検査の期日の変更）

・使用前事業者検査の実施期間： 2023年 9月～2024年12月
・炉内に燃料体を挿入して試験を行う時期： 2024年10月
・原子炉を臨界にさせて試験を行う時期：2024年12月
・発電用原子炉施設の使用開始の予定時期： 2025年 1月

１．使用前確認の申請状況

２．使用前確認に係る原子力規制検査の状況

〇事業者は、法令に基づき、新規制基準適合のための施設に係る工事が、
①認可を受けた設計及び工事の計画に従っていること
②技術上の基準に適合するものであること
について、使用前事業者検査を実施し、確認する必要があります。

〇原子力規制委員会は、事業者による検査が適切に行われ、発電用原子炉
施設が前述の①、②に適合することについて、原子力規制検査を実施し、
その結果に基づき使用前確認を行うことになります。

〇現在までに、例えば、新たに設置した原子炉を冷却するポンプや非常用
のガスタービン発電機などについて使用前事業者検査が行われており、
原子力規制委員会は、原子力規制検査により現場への立入りや記録等の
確認を行っています。

〇今後計画されている使用前事業者検査についても、引き続き、原子力規
制検査により、厳格な監視を行ってまいります。 

審査・検査の流れ

適合性審査
・設置変更許可
・設計及び工事の計画の認可

原子力規制検査
・使用前事業者検査の監視
・試験使用承認

使用前確認証の交付

施設を使用可能な状態


